
資料３ 

関係法令 
 

図書館法(抜粋) 

(運営の状況に関する評価等) 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に

基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(運営の状況に関する情報の提供) 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を

深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の

状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

(図書館協議会) 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書

館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定

図書館に置く図書館協議会の委員にあっては、当該地方公共団体の長)が任命する。 

 

 

図書館の設置及び運営上の望ましい基準(抜粋) 

第二公立図書館 

 一 市町村立図書館 

1 管理運営 

（一）基本的運営方針及び事業計画 

1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該

図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針」という。）

を策定し、公表するよう努めるものとする。 

2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に

関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、

当該事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。 

3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当

たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。 

（二）運営の状況に関する点検及び評価等 

1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事

業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況につ

いて、(一)の 2 の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう

努めなければならない。 

2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況

に応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。）

の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す

る活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民そ

の他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。 



彦根市立図書館の設置および管理に関する条例(抜粋) 

(図書館協議会) 

第 4条 図書館法第 14条第 1項の規定に基づき、図書館に彦根市図書館協議会(以下「協議

会」という。)を置く。  

2 協議会は、委員 10人以内をもって組織する。  

3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命

する。  

(1) 学校教育および社会教育の関係者  

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者  

(3) 学識経験のある者  

(4) その他教育委員会が必要と認める者  

4 委員の任期は 2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を

妨げない。  

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

 

彦根市立図書館の設置および管理に関する条例施行規則(抜粋) 

第 6章 図書館協議会  

(会長および副会長) 

第 21条 条例第 4条に規定する彦根市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長およ

び副会長を置く。 

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第 22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

3 会長は、会議の議長となる。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

5 協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴く

ことができる。 

(庶務) 

第 23条 協議会の庶務は、図書館において処理する。  

 


